
別紙様式第11 

公表の対象となる随意契約を締結した場合の報告及び公表の様式 

物品等又は役務の

名 称 及 び 数 量 

随意契約担当部課

の名称及び所在地 

随 意 契 約 を 

締 結 し た 日 

随意契約の相手方

の氏名及び住所 

随意契約に係る 

契 約 金 額 

随 意 契 約 に よ る 

こ と と し た 理 由 

その他必要な事項

（ 備 考 ） 

超音波診断装置用

バージョンアップ

キット（プローブ

付） 

事務部 会計課 

北海道斜里郡小清

水町字小清水645

番地16 

平成21年4月30日 

㈱常光 

北見市清月町3丁

目4 

1,806,000円 

緊急の必要により競争に付

することができない場合に

該当するため（日本赤十字

社会計規則第36条第3項） 

 

スチームコンベク

ションオーブン 

CSI2-G10 

事務部 会計課 

北海道斜里郡小清

水町字小清水645

番地16 

平成21年5月26日 

日本調理機㈱ 

北見市東相内町23

丁目4-105 

1,120,350円 

160万円を超えない財産を

購入する場合に該当するた

め（日本赤十字社会計規則

施行細則第35条第2項） 

 

全自動散薬分包機 

YS-93SRz-TC 

事務部 会計課 

北海道斜里郡小清

水町字小清水645

番地16 

平成23年6月13日 

三好ﾒﾃﾞｨｶﾙ㈱ 

北見市卸町1丁目

10-5 

4,200,000円 

緊急の必要により競争に付

することができない場合に

該当するため（日本赤十字

社赤十字社会計規則第36条

第3項） 

 

超音波診断装置用

腹部プローブ 

事務部 会計課 

北海道斜里郡小清

水町字小清水645

番地16 

平成24年4月1日 

㈱常光 

北見市清月町3丁

目4 

1,449,000円 

緊急の必要により競争に付

することができない場合に

該当するため（日本赤十字

社会計規則第36条第3項） 

 

ガス滅菌機 

イオジェルク 

SA-H540 

事務部 会計課 

北海道斜里郡小清

水町字小清水645

番地16 

平成24年4月10日 

㈱竹山 

北見市本町5丁目

4-10 

1,029,000円 

160万円を超えない財産を

購入する場合に該当するた

め（日本赤十字社会計規則

施行細則第35条第2項） 

 



オーダリングシス

テム 

MegaOak-MIRAIs/E

X オーダパック 

一式 

事務部 会計課 

北海道斜里郡小清

水町字小清水645

番地16 

平成24年5月10日 

キーウェア北海道

㈱ 

札幌市北区北17条

西1丁目1-5 

40,215,000円 

既存システムへの追加導入

となるため契約の性質又は

目的が競争を許さない場合

に該当するため（日本赤十

字社会計規則第36条第3項） 

 

内視鏡洗浄消毒器

及び履歴管理シス

テム 

エンドクレンズ履

歴管理システム 

一式 

事務部 会計課 

北海道斜里郡小清

水町字小清水645

番地16 

平成24年10月2日 

㈱ムトウ 

北見市卸町3丁目

5-2 

1,585.500円 

160万円を超えない財産を

購入する場合に該当するた

め（日本赤十字社会計規則

施行細則第35条第2項） 

 

DICOM 画像サーバ

ーシステム 一式 

事務部 会計課 

北海道斜里郡小清

水町字小清水645

番地16 

平成25年5月15日 

㈱常光 

北見市清月町3丁

目4 

10,867,500円 

既存システムの更新となる

ため契約の性質又は目的が

競争を許さない場合に該当

するため（日本赤十字社会

計規則第36条第3項） 

 

オーダリングシス

テム 

MegaOak-MIRAIs/E

X 画像オーダパッ

ク 一式 

事務部 会計課 

北海道斜里郡小清

水町字小清水645

番地16 

平成25年5月27日 

キーウェア北海道

㈱ 

札幌市北区北17条

西1丁目1-5 

12,600,000円 

既存システムへの追加導入

となるため契約の性質又は

目的が競争を許さない場合

に該当するため（日本赤十

字社会計規則第36条第3項） 

 

2・3階病棟エアコ

ン更新工事 

事務部 会計課 

北海道斜里郡小清

水町字小清水645

番地16 

平成25年6月14日 

三建設備工業㈱ 

釧路市共栄大通7

丁目1-6 

1,837,500円 

予定価格が250万円をこえ

ない工事又は製造をさせる

場合に該当するため（日本

赤十字社会計規則施行細則

第35条第3項） 

 

浸透圧分析装置 

ＯＳＡ-３３ 

事務部 会計課 

北海道斜里郡小清

水町字小清水645

番地16 

平成26年5月16日 

㈱竹山 

北見市本町5丁目

4-10 

1,458,000円 

160万円を超えない財産を

購入する場合に該当するた

め（日本赤十字社会計規則

施行細則第35条第2項） 

 



健診システム 

事務部 会計課 

北海道斜里郡小清

水町字小清水645

番地16 

平成26年5月16日 

㈲システムハウス

クリエイト 

帯広市西16条南1

丁目18-5 

2,000,000円 

既存システムの更新となる

ため契約の性質又は目的が

競争を許さない場合に該当

するため（日本赤十字社会

計規則第36条第3項） 

 

生理検査オーダー

一式 

事務部 会計課 

北海道斜里郡小清

水町字小清水645

番地16 

平成26年9月16日 

キーウェア北海道

㈱ 

札幌市北区北17条

西1丁目1-5 

2,250,000円 

既存システムへの追加導入

となるため契約の性質又は

目的が競争を許さない場合

に該当するため（日本赤十

字社会計規則第36条第3項） 

 

オンライン請求      

レセプトチェック

一式 

事務部 会計課 

北海道斜里郡小清

水町字小清水645

番地16 

平成26年9月16日 

キーウェア北海道

㈱ 

札幌市北区北17条

西1丁目1-5 

2,400,000円 

既存システムの更新となる

ため契約の性質又は目的が

競争を許さない場合に該当

するため（日本赤十字社会

計規則第36条第3項） 

 

訪問看護システム 

事務部 会計課 

北海道斜里郡小清

水町字小清水645

番地16 

平成26年9月16日 

キーウェア北海道

㈱ 

札幌市北区北17条

西1丁目1-5 

3,710,000円 

既存システムの更新となる

ため契約の性質又は目的が

競争を許さない場合に該当

するため（日本赤十字社会

計規則第36条第4項） 

 

訪問看護車両 

事務部 会計課 

北海道斜里郡小清

水町字小清水645

番地16 

平成26年12月10日 

片丸工業㈱ 

小清水町南町2丁

目32-2 

1,594,075円 

160万円を超えない財産を

購入する場合に該当するた

め（日本赤十字社会計規則

施行細則第35条第2項） 

 

バイオハザード対

応キャビネット 

事務部 会計課 

北海道斜里郡小清

水町字小清水645

番地16 

平成27年6月5日 

三好ﾒﾃﾞｨｶﾙ㈱ 

北見市卸町1丁目

10-5 

1,404,000円 

160万円を超えない財産を

購入する場合に該当するた

め（日本赤十字社会計規則

施行細則第35条第2項） 

 

臨床検査システム 

事務部 会計課 

北海道斜里郡小清

水町字小清水645

番地16 

平成27年6月24日 

㈱大槻理化学 

北見市卸町1丁目

6-2 

4,287,600円 

既存システムの更新となる

ため契約の性質又は目的が

競争を許さない場合に該当

するため（日本赤十字社会

計規則第36条第3項） 

 



マルチスライス   

ＣＴ装置 SOMATOM 

EMOTION16保守 

事務部 会計課 

北海道斜里郡小清

水町字小清水645

番地16 

平成27年9月30日 

㈱常光 

北見市清月町3丁

目4 

8,640,000円 

保守業務を正確・円滑・敏

速に行える業者が当該業者

のみの為（日本赤十字社会

計規則第36条第3項） 

 

医事オーダリング

システムハードウ

ェア一式 

事務部 会計課 

北海道斜里郡小清

水町字小清水645

番地16 

平成27年9月30日 

キーウェア北海道

㈱ 

札幌市北区北17条

西1丁目1-5 

16,848,000円 

既存システムの更新となる

ため契約の性質又は目的が

競争を許さない場合に該当

するため（日本赤十字社会

計規則第36条第3項） 

 

回診用エックス線    

撮影装置 

事務部 会計課 

北海道斜里郡小清

水町字小清水645

番地16 

平成27年11月9日 

㈱常光 

北見市清月町3丁

目4 

3,561,840円 

再度の入札をしても落札者

がない場合に該当するため

（日本赤十字社会計規則施

行細則第36条） 

 

訪問看護車両 

事務部 会計課 

北海道斜里郡小清

水町字小清水645

番地16 

平成27年12月1日 

片丸工業㈱ 

小清水町南町2丁

目32-2 

1,598,735円 

160万円を超えない財産を

購入する場合に該当するた

め（日本赤十字社会計規則

施行細則第35条第2項） 

 

生化学自動分析装

置保守契約 

事務部 会計課 

北海道斜里郡小清

水町字小清水645

番地16 

平成28年4月1日 

㈱大槻理化学 

北見市卸町1丁目

6-2 

1,296,000円 

保守業務を正確・円滑・敏

速に行える業者が当該業者

のみの為（日本赤十字社会

計規則第36条第3項） 

 

内視鏡画像管理    

システム更新 

事務部 会計課 

北海道斜里郡小清

水町字小清水645

番地16 

平成28年4月1日 

㈱常光 

北見市清月町3丁

目4 

1,285,200円 

160万円を超えない財産を

購入する場合に該当するた

め（日本赤十字社会計規則

施行細則第35条第2項） 

 

外来及び放射線科  

エアコン更新工事 

事務部 会計課 

北海道斜里郡小清

水町字小清水645

番地16 

平成28年7月13日 

三建設備工業㈱ 

釧路市共栄大通7

丁目1-6 

7,344,000円 

緊急の必要により競争に付

することができない場合に

該当するため（日本赤十字

社会計規則第36条第3項） 

 



画像処理ユニット

コンソール更新 

事務部 会計課 

北海道斜里郡小清

水町字小清水645

番地16 

平成28年9月21日 

㈱常光 

北見市清月町3丁

目4 

1,134,000円 

既存システムの更新となる

ため契約の性質又は目的が

競争を許さない場合に該当

するため（日本赤十字社会

計規則第36条第3項） 

 

能動型自動間欠           

牽引装置 

事務部 会計課 

北海道斜里郡小清

水町字小清水645

番地16 

平成28年10月4日 

㈱ムトウ 

北見市卸町3丁目

5-2 

1,598,400円 

160万円を超えない財産を

購入する場合に該当するた

め（日本赤十字社会計規則

施行細則第35条第2項） 

 

透析液中 

エンドトキシン        

測定装置 

事務部 会計課 

北海道斜里郡小清

水町字小清水645

番地16 

平成28年10月13日 

㈱大槻理化学 

北見市卸町1丁目

6-2 

1,274,400円 

160万円を超えない財産を

購入する場合に該当するた

め（日本赤十字社会計規則

施行細則第35条第2項） 

 

外壁改修追加工事 

事務部 会計課 

北海道斜里郡小清

水町字小清水645

番地16 

平成28年10月18日 

鹿島建設㈱ 

札幌市中央区北2

条西4丁目1-3 

1,998,000円 

予定価格が250万円をこえ

ない工事又は製造をさせる

場合に該当するため（日本

赤十字社会計規則施行細則

第35条第1項） 

 

生化学自動分析装

置保守契約 

事務部 会計課 

北海道斜里郡小清

水町字小清水645

番地16 

平成29年4月1日 

㈱大槻理化学 

北見市卸町1丁目

6-2 

1,296,000円 

保守業務を正確・円滑・敏

速に行える業者が当該業者

のみの為（日本赤十字社会

計規則第36条第3項） 

 

清掃業務委託契約 

事務部 会計課 

北海道斜里郡小清

水町字小清水645

番地16 

平成29年4月1日 

東京美装北海道㈱ 

網走市桂町2丁目

53-12 

9,072,000円 

契約業者は、過去の実績に

より、当該業務を円滑に遂

行することが可能であると 

思料されることから、契約

の性質又は目的が競争を許

さない場合に該当するため 

（日本赤十字社会計規則第

36条第3項） 

 



小清水赤十字病院 

駐車場整備 

事務部 会計課 

北海道斜里郡小清

水町字小清水645

番地16 

平成29年10月26日 

㈱北興 

小清水町元町1丁

目7-3 

2,494,800円 

予定価格が250万円をこえ

ない工事又は製造をさせる

場合に該当するため（日本

赤十字社会計規則施行細則

第35条第1項） 

 

透析中央管理 

システム 

MiracleDIMCS UX 

更新 

事務部 会計課 

北海道斜里郡小清

水町字小清水645

番地16 

平成29年12月1日 

㈱竹山 
（東レ・メディカル㈱） 

北見市本町5丁目

4-10 

6,912,000円 

既存システムの更新となる

ため契約の性質又は目的が

競争を許さない場合に該当

するため（日本赤十字社会

計規則第36条第3項） 

 

ＬＥＤ照明器具交

換 

事務部 会計課 

北海道斜里郡小清

水町字小清水645

番地16 

平成29年12月19日 

アイリスオーヤマ

㈱ 

宮城県仙台市青葉

区五橋2丁目12-1 

2,322,000円 

予定価格が250万円をこえ

ない工事又は製造をさせる

場合に該当するため（日本

赤十字社会計規則施行細則

第35条第1項） 

 

訪問看護車両 

事務部 会計課 

北海道斜里郡小清

水町字小清水645

番地16 

平成30年5月1日 

片丸工業㈱ 

小清水町南町2丁

目32-2 

1,598,735円 

160万円を超えない財産を

購入する場合に該当するた

め（日本赤十字社会計規則

施行細則第35条第2項） 

 

訪問看護車両 

事務部 会計課 

北海道斜里郡小清

水町字小清水645

番地16 

平成30年6月1日 

片丸工業㈱ 

小清水町南町2丁

目32-2 

1,597,769円 

160万円を超えない財産を

購入する場合に該当するた

め（日本赤十字社会計規則

施行細則第35条第2項） 

 

配管 

事務部 会計課 

北海道斜里郡小清

水町字小清水645

番地16 

平成30年6月1日 

ワタキューセイモ

ア㈱ 

小樽市新光5丁目

13-3 

5,508,000円 

特殊物品にて買い入れ先が

特定されているため契約の

性質又は目的が競争を許さ

ない場合に該当するため

（日本赤十字社会計規則第

36条第3項） 

 



防火シャッター 

事務部 会計課 

北海道斜里郡小清

水町字小清水645

番地16 

平成30年6月1日 

㈱北興 

小清水町元町1丁

目7-3 

1,620,000円 

予定価格が250万円をこえ

ない工事又は製造をさせる

場合に該当するため（日本

赤十字社会計規則施行細則

第35条第1項） 

 

透析 

事務部 会計課 

北海道斜里郡小清

水町字小清水645

番地16 

平成30年6月1日 

㈱竹山 
（東レ・メディカル㈱） 

北見市本町5丁目

4-10 

1,998,000円 

既存システムの追加となる

ため契約の性質又は目的が

競争を許さない場合に該当

するため（日本赤十字社会

計規則第36条第3項） 

 

固定資産システム 

事務部 会計課 

北海道斜里郡小清

水町南町2丁目3番

3号 

平成31年1月31日 

テック情報㈱ 

徳島県板野郡板野

町犬伏字東谷6-33 

1,134,000円 

既存システムの更新となる

ため契約の性質又は目的が

競争を許さない場合に該当

するため（日本赤十字社会

計規則第36条第3項） 

 

ＬＥＤ照明改修工

事 

事務部 会計課 

北海道斜里郡小清

水町南町2丁目3番

3号 

平成31年3月1日 

アイリスオーヤマ

㈱ 

宮城県仙台市青葉

区五橋2丁目12-1 

1,657,800円 

予定価格が250万円をこえ

ない工事又は製造をさせる

場合に該当するため（日本

赤十字社会計規則施行細則

第35条第1項） 

 

ホルター解析ソフ

ト 一式 

事務部 会計課 

北海道斜里郡小清

水町南町2丁目3番

3号 

令和元年6月1日 
㈱スズケン 

北見市大町38番地 
1,998,000円 

既存システムの更新となる

ため契約の性質又は目的が

競争を許さない場合に該当

するため（日本赤十字社会

計規則第36条第3項） 

 

オートエンボッサ 

事務部 会計課 

北海道斜里郡小清

水町南町2丁目3番

3号 

令和元年9月30日 

キーウェア北海道

㈱ 

札幌市北区北17条

西1丁目1-5 

2,376,000円 

既存システムの更新となる

ため契約の性質又は目的が

競争を許さない場合に該当

するため（日本赤十字社会

計規則第36条第3項） 

 

ベッドサイドモニ

ター 一式 

事務部 会計課 

北海道斜里郡小清

水町南町2丁目3番

3号 

令和2年3月2日 

㈱常光 

北見市清月町3丁

目4 

1,182,500円 

160万円を超えない財産を

購入する場合に該当するた

め（日本赤十字社会計規則

施行細則第35条第2項） 

 



ベッドサイドモニ

タ DS-8005M 3台 

事務部 会計課 

北海道斜里郡小清

水町南町2丁目3番

3号 

令和5年2月28日 

㈱常光 

北見市清月町3丁

目4 

3,300,000円 

予定価格が160万円を超え

ない財産を購入する場合に

該当するため（日本赤十字

社会計規則施行細則第35条

第2項） 

 

スチームコンベクシ

ョンオーブン一式 

 

事務部 会計課 

北海道斜里郡小清

水町南町2丁目3番

3号 

令和5年2月28日 

タニコー㈱ 

北見市東相内町23

丁目3 

1,287,000円 

予定価格が160万円を超え

ない財産を購入する場合に

該当するため（日本赤十字

社会計規則施行細則第35条

第2項） 

 

上部消化管汎用ビ

デオスコープ 

GIF-H290T 

事務部 会計課 

北海道斜里郡小清

水町南町2丁目3番

3号 

令和5年6月15日 

㈱竹山 

北見市本町5丁目 

4-10 

3,839,000円 

検査で至急必要になったた

め緊急の必要により競争に

付することができない場合

に該当するため（日本赤十

字社会計規則第36条第4項） 

 

       

       

備考 

（１）公表対象の随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価又は予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契

約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。 

（２）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。 

（３）随意契約によることとした理由については、単に根拠条文を引用するのみでなく、具体的理由を簡潔に記載する。 

 


